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最高裁判所長官の代理に関する規程

昭和22年10月18日最高裁判所規程第3号

改正平成28¥12月7日最高裁判所規程第3号

最高裁判所長官の代理に関する規程

最高裁判所長官に差支あるとき、司法行政事務について、これを代理する者の順序は、

裁判官会議の定める席次による。

前項の規定による代理順序を変更する必要が生じたときは、銭判官会議の識によりこれ

を定める。

（平二八最裁程三・一部改正）

附則（平成二八年一二月七日最高裁判所規程第三号）

この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。



裁判官会議（第38回）議事録

平成24年12月19日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者竹崎長官， 田原，櫻井，竹内，金築，須藤，千葉，横田， 白木；岡部，

大谷，寺田，大橋，山浦，小貫各裁判官

竹崎長官議長席に着く。

議事

で
、
３
β

2平成25年度における司法行政事務に関する最高裁判所長官の代理順序につい

て

堀田秘書課長から，別紙第2に基づき，標記の代理順序について説明があり，

原案どおり決定した。

8

く

午前10時47分終了

議 長

秘書課長



(別紙弟2)

裁判官会議資料
《/1月／9日開催）/7口園'鱈ノ／

（平成24． 12． 19秘書印）

平成25年度における司法行政事務に関する最高裁判所長官

の代理順序

平成25年度において，最高裁判所長官に差し支えがあるときは，司法行政事務

については，席次の順序に従ってこれを代理する。

（

ゲ

（



(参考）

会
議
の
議
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
代
理
順
序
を
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
裁
判
官
会
議
の
議
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

最
高
裁
判
所
長
官
に
差
支
あ
る
と
き
、
司
法
行
政
事
務
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
代
理
す
る
者
の
順
序
は
、
毎
年
十
二
月
裁
判
官

最
高
裁
判
所
長
官
の
代
理
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
三
号
）

／
Ｉ

（



裁判官会議（第13回）議事録

平成25年4月17日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者竹崎長官， 田原，櫻井,竹内，金築，千葉,横田， 白木，岡部；大谷，
寺田，大橋， 山浦，小貫，鬼丸各裁判官

竹崎長官議長席に着く。

議事

1 平成25年度における司法行政事務に関する最高裁判所長官の代理順序の変更

について

堀田秘書課長から，別紙第1に基づき，標記の代理順序の変更について説明が
ー

（ あり，原案どおり決定した。
、
ｊ
Ｕ

一
一

〆
Ｈ
Ｅ
、

午前10時48分終了

議
匿
文

秘書課長



(別紙第1）
裁判官会議資料
“月/7日開催）

（平成25． 4． 17秘書印）

平成25年度における司法行政事務に関する最高裁判所長官

の代理順序の変更について

（下線部分変更箇所）

平成25年度における司法行政事務に関する最高裁判所長官の代理順序を，平成

25年4月23日以降，下記のとおり変更する。

記

平成25年度において，最高裁判所長官に差し支えがあるときは，司法行政事務
〆今･・ .

（ ） については，席次の順序に従ってこれを代理する。 －し裁判官竹内行夫を第一

順位とする。

＝

<‐



裁判官会議（第22回）議事録

平成25年7月17日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者竹崎長官，櫻井，竹内，金築，千葉，横田， 白木，岡部，大谷，寺田，

大橋， 山浦，小貫，鬼丸，木内各裁判官

竹崎長官議長席に着く。

議事

2平成25年度における司法行政事務に関する最高裁判所長官の代理順序の変更

について

堀田秘書課長から，別紙第1に基づき，標記の代理順序の変更について説明が

（ ）

あり，原案どおり決定した。
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午前11時07分終了

議 長

秘書課長

（ ｝

に

2



(別繊第1 ノ
裁判官会議資料
（7月'ア日開催）

（平成25． 7． 17秘書印）

平成25年度における司法行政事務に関する最高裁判所長官

の代理順序の変更について

（下線部分変更箇所）

平成25年度における司法行政事務に関する最高裁判所長官の代理順序を，平成

25年7月20日以降，下記のとおり変更する。

記

平成25年度において，最高裁判所長官に差し支えがあるときは，司法行政事務

については，席次の順序に従ってこれを代理する。ただし，裁判官金築誠志を第一（

順位とする。

（ I

『



裁判官会議（第35回）議事録

平成25年12月18日 （氷曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者竹崎長官，櫻井，金築，千葉,横田， 白木，岡部，大谷，寺田，大橋，
山浦，小貫，鬼丸，木内， 山本各裁判官

竹崎長官議長席に着く。

議事

(f- i
2平成26年度における司法行政事務に関する最高裁判所長官の代理順序につい

て

堀田秘書課長から，別紙第2に基づき，標記の代理順序について説明があり，

原案どおり決定した。
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午前11時40分終了

議 長

‐

秘書課長
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(別紙第2）
裁判官会議資料
（／1月／『局震浄

（平成25． 12． 18秘書印）

平成26年度における司法行政事務に関する最高裁判所長官

の代理順序

6年度において，最高裁判所長官に差し支えがあるときは，司法行政事務

ま，席次の順序に従ってこれを代理する。ただし，裁判官金築誠志を第一

平成264

については，

順位とする。

）
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裁判官会議（第34回）議事録

平成26年12月17日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者寺田長官，櫻井，金築，千葉， 白木，岡部，大谷，大橋，山浦，小貫，

鬼丸，木内， 山本，山崎，池上各裁判官

寺田長官議長席に着く。

議事

く 2平成27年度における司法行政事務に関する最高裁判所長官の代理順序につい

て

氏本秘書課長から，別紙第2に基づき，標記の代理順序について説明があり，

原案どおり決定した。
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午前11時18分終了

議 長

く

秘書課長

｛
と
／
″
１

－2－



ー

（〃U"識オコ色ノ

裁判官会議資料
（／ユ月／7日開催）

（平成26． 12． 17秘書印）

平成27年度における司法行政事務に関する最高裁判所長官

の代理順序

平成27年度において，最高裁判所長官に差し支えがあるときは，司法行政事務

については，席次の順序に従ってこれを代理する。ただし，裁判官金築誠志を第一

順位とする。



裁判官会議（第9回）議事録

平成27年3月18日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者寺田長官，櫻井，金築，千葉，岡部，大谷剛彦，大橋， 山浦，小貫，鬼丸，

木内，山本， 山崎，池上，大谷直人各裁判官

寺田長官議長席に着く。

議事

r-
廷

3平成27年度における司法行政事務に関する最高裁判所長官の代理順序の変更

について

氏本秘書課長から，別紙第3に基づき，標記の代理順序の変更について説明が

あり，原案どおり決定した。

え

午前10時53分終了

－1－
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(別紙第3）
裁判官会議資料
（3月イ3日開働

（平成27． 3． 18秘書印）

平成27年度における司法行政事務に関する最高裁判所長官

の代理順序の変更について

平成27年度における司法行政事務に関する最高裁判所長官の代理順序を，平成

27年4月1日以降，下記のとおり変更する。

記

平成27年度において，最高裁判所長官に差し支えがあるときは，司法行政事務

については，席次の順序に従ってこれを代理する。一

・
／
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、

幸
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巳

〃
グ
ー
Ｌ
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裁判官会議（第37回）議事録

平成27年12月16日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者寺田長官，櫻井，千葉，岡部，大谷剛彦，大橋，山浦，小貫,鬼丸，木内，

山本，山崎，池上，大谷直人、小池各裁判官

寺田長官議長席に着く。

議事

r
2平成28年度における司法行政事務に関する最高裁判所長官の代理順序につい

て

氏本秘書課長から，別紙第2に基づき，標記の代理順序について説明があり，

原案どおり決定した。

＜
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午前11時51分終了

議 長

秘書課長
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(別紙第2）

裁判官会議資料
｛／ユ月／ら日開催）

【配布資料】

（平成27． 12． 16秘書印）

平成28年度における司法行政事務に関する最高裁判所長官

の代理順序

平成28年度において，最高裁判所長官に差し支えがあるときは,司法行政事務

については，席次の順序に従ってこれを代理する。

1



一

裁判官会議（第39回）議事録

平成28年12月7日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者寺田長官，櫻井，岡部，大谷剛彦，大橋，鬼丸，木内， 山本,山崎，池上，

大谷直人，小池，木澤，菅野各裁判官

寺田長官議長席に着く。

議事

1 最高裁判所長官の代理に関する規程の一部を改正する規程について

氏本秘書課長から，資料第1に基づき，標記の規程について説明があり，原案

どおり決定した。
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午前10時43分終了
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●議 長

秘書課長
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－ 、

裁判官会議資料莞I
({1月7日開催）

(平成28． 12． 7秘書印）

最高裁判所長官の代理に関する規程の一部を改正する規程について

(配布資料目録）

最高裁判所長官の代理に関する規程の一部を改正する規程

最高裁判所長官の代理に関する規程の一部を改正する規程制定理由

１
２
３ 最高裁判所長官の代理に関する規程の一部を散部を改正する規程新旧対照条文

）

1
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